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この間 A さんの不当処分・不当転勤撤

回を求め、八王子地本は団体交渉を行っ

てきました。しかし会社は「賞罰やプライ

バシーに関する議論は団体交渉に馴染ま

ない」と回答し、さらに組合の正当防衛、

首都圏本部の圧迫的な面談で反省を強要

されたという主張に対しては、「正当防衛

と考えていない」「強制、共用して記載さ

せた事実はない」と述べる等、会社は話し

合いで解決する姿勢を見せなかったた

め、交渉は打ち切らざるを得えませんで

した。 

このことから、２０２５年１月３１日、A さ

んは自身の懲戒処分・出向の取り消し、ま

たこの処分によって生じた損害の賠償、

管理者の暴行や自身の意に反した反省文

強要の損害賠償を求めて、東京地方裁判

所に提訴しました。 

Ａさんは、自身が好きで入ったＪＲ東日

本の企業体質や経営姿勢を是正し、健全

な職場をつくりだすため、自身が抑止力

になると決意を語ってくれています！！ 


